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１．はじめに －活性化・再生法が成立した背景－ 

 日本の地域公共交通に関する法体系は、「公共交通事業

は採算性確保が前提である」という認識を前提として組

み立てられ、公共交通事業者の管理が公共交通政策であ

るという考え方が続いてきた。しかしながら現実は、大

都市圏を除く大半の地域で、公共交通事業者の内部補助

による路線網維持が困難となっている。その上、貸切バ

ス・不動産・流通・レジャーといった関連事業も、公共

交通事業者の地域におけるプレゼンスの低下に歩調を合

わせて収益が見込めなくなり、連結ベースでの収支も悪

化の一途をたどっている。近年発生している公共交通事

業者の経営破綻の多くは関連事業の失敗が直接の原因と

なっているが、その根底には公共交通事業の地盤沈下に

よる企業の活力や信頼性の低下がある。以上の状況から、

地域公共交通運営は、採算性確保を前提とし事業者の自

助努力に頼る発想から脱却し、地域が支える形へと一刻

も早く脱皮することが必要である。 
国や自治体による従来の公共交通維持スキームは「欠

損補助」を基調とするものであった。一方で、公共交通

の認可運賃の設定は、現在でも総括原価方式（運行経費

に適正利潤を加えた額をまかなえる収入を確保できるよ

うな運賃設定）に基づいている。利用者減少局面で総括

原価方式に基づいて運賃値上げを行うと利用者逸走との

スパイラルが生じることは、1970～80 年代の経験から

明らかである。そのため 90 年代以降は、運賃を固定し

たまま、利用者減少に伴って公的補助を増額し、堪えき

れなくなったら廃止するという流れが定着してきた。本

来、運賃水準と補助水準は、公共交通サービスのために

利用者と公的セクターとがどの程度の割合で負担し、ど

の程度のレベルで確保すべきかを検討して決めるべきも

のであるが、公共交通を収益事業として見なす考え方か

らはそのような発想は生まれ得ず、コミュニティバスの

ような特殊な事例で取り入れられるに過ぎなかった。 
 2006年10月の改正「道路運送法」施行、および、2007
年 10 月の「地域公共交通の活性化及び再生に関する法

律」（以下、「活性化・再生法」と呼ぶ）の施行は、公共

交通に対する考え方を、収益事業から公益事業へと 180
度転換するものであった。さらに、これら一連の制度改

革は、地域公共交通計画の策定・立案のプロセスを大き

く変えるものであり、特に市町村が果たすべき役割の拡

大が意図されている。しかしながら、改革がかなりのス

ピードで進められたこともあり、地域公共交通施策検討

の現場となる市町村や交通事業者はもとより、運輸局・

支局や都道府県においても混乱や誤解が生じている。 
 著者らは既に、改正道路運送法の地域公共交通施策へ

の活用の考え方について検討を試みている 1)。本稿では、

活性化・再生法施行の背景にある考え方やそのねらいを

解説し、それによっていかなる地域公共交通計画の策

定・実施プロセスが可能となったかについて検討するこ

とを目的とする。特に、法定協議会と地域公共交通総合

連携計画（以下、「連携計画」と呼ぶ）の役割を中心に検

討するとともに、改正道路運送法に基づく地域公共交通

会議との関係についても整理し、有効な制度活用策を示

すものである。 
 
２．地域自身が公共交通を検討する体制の整備 

活性化・再生法は、まさに名前通り地域公共交通全般

を対象とする。あまりに対象範囲が広いため、その目的

や適用範囲について必ずしも十分に理解されていない懸

念がある。例えば、成立当初は「LRT新法」と呼ばれた

り、ちょうど話題になっていた DMV(Dual Mode 
Vehicle)導入を促進するものとして報じられることがあ

ったが、そのような形容は断片的なものでしかない。 
活性化・再生法は、交通政策審議会交通体系分科会地

域公共交通部会が2006年12月に出した中間とりまとめ

を受けたものと位置付けられる。とりまとめに挙げられ

た 4 つのポイントのうち、1)地域公共交通のあり方に関

する地域総合的な検討・合意形成の制度づくり、2)新た

な輸送サービスの導入促進のための環境整備、について

制度化したものと解釈できる。しかし、それ以上に画期
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的な転換は、従来は法体系がバラバラであった地域公共

交通の各モードを包括する法律としたことである。鉄

道・軌道は「鉄道事業法」「軌道法」（所管は国土交通省

鉄道局）、バス・タクシーは「道路運送法」（自動車交通

局）、旅客船は「海上運送法」（海事局）と分かれていた。

それに対し、活性化・再生法は総合政策局が所管し、従

来の法体系はそのままに、必要に応じてその枠組を乗り

越えることを可能とするものである。この流れの中で、

DMV、IMTS(Intelligent Multi-mode Transit System)、
水陸両用車といった従来のモードに属さない中間モード

（新地域旅客運送事業）に対して事業許可の合理化を図

っており、それらの導入にも活用できる。しかし、これ

らは前掲のポイントの2)に係ることであり、1)について

論じるものではない。 
活性化・再生法が示す重要なメッセージは、その第 1

条において「地域における主体的な取組及び創意工夫を

総合的、一体的かつ効率的に推進し、もって個性豊かで

活力に満ちた地域社会の実現に寄与すること」を目的と

して挙げているように、地域自身が公共交通施策を自主

的・総合的に推進していくための枠組づくりである。2)
はその際の創意工夫の自由度を高め、地域公共交通サー

ビス提供に関する技術革新が進むことを担保するもので

あると位置付けることができる。活性化・再生法を

「LRT・DMV 新法」という見方でとらえると、後述す

る地域公共交通活性化・再生総合事業（以下、「活性化・

再生総合事業」と呼ぶ）の認定事業の多くがバスに係る

ものであったことに違和感を覚える可能性があるが、日

本の地域公共交通の大半はバスによってまかなわれてい

る現実を踏まえれば、これは当然の結果である。しかし、

既存の路線バス・コミュニティバスの見直しだけに用い

るのには過分な制度であるのも事実である。 
国が地方分権の流れの中で、地域公共交通の監督から

手を引く動きは、2000 年 3 月の改正鉄道事業法施行、

および 2002 年 2 月の改正道路運送法施行による鉄道・

乗合バスの需給調整規制撤廃に端を発する。当時は、自

治体の意識や、施策実施のためのツール・財源が不十分

であったために、自治体や地域に大きな混乱をもたらす

こととなった。その一方で、特に自動車による輸送の分

野では、移動ニーズ多様化と経費節減に対応して、コミ

ュニティバスに代表される、自治体等が事業主体となる

路線バスやデマンド乗合交通、乗合タクシー（プティバ

ス）や、NPO等による福祉有償運送の広がりといった、

収益事業にはなりえない地域公共交通の新しい形が、道

路運送法の不備を突くように続々と生まれた。そのため、

2006年10月に道路運送法が再び改正・施行され、これ

ら新モードを法的に位置付けた。しかしながらそれだけ

では規制強化となってしまうため、合わせて、地域公共

交通や福祉交通を地域自身が検討し、必要であれば新モ

ードを導入していくための枠組を用意し、その協議結果

をもって国の許認可が円滑化・弾力化されるという、一

種の「特区」制度が導入された。「地域公共交通会議」「有

償運送運営協議会」がそれである。 
改正道路運送法の主な目的は既存法体系の不備の是正

にあり、それに付随して市町村に地域公共交通へのガバ

ナンスを与えたものの、活性化・再生法のように新たな

財源措置は前提としていなかった。しかし、法改正時の

衆・参両院の付帯決議でも財源措置の必要性や地域公共

交通会議等の活用促進がうたわれたことから、施行後、

従来あったバス関係の公的補助の要件として地域公共交

通会議の設置を求める動きが生じた。 
活性化・再生法制定に関する検討が国土交通省内で本

格化したのは、改正道路運送法が成立した 2006 年 5 月

の前後からである。改正道路運送法によって示された、

1)地域の関係者が集まる協議会を市町村が設置、2)協議

会での検討結果について実施を円滑化、3)実施を支援す

る特例や財政措置、という枠組を受け継いでおり、影響

を受けていることは明らかである。 
 

３．連携計画と地域公共交通特定事業 

 活性化・再生法はその2 本柱として、a)連携計画の作

成・実施、b)新地域旅客運送事業の円滑化、を掲げてい

る。b)については既に2章で説明した。 
連携計画とは、市町村（単一でも複数でも可）が、公

共交通関係の各主体（公共交通事業者、道路管理者、公

安委員会、利用者等）で構成する協議会での協議を経て

作成するもので、地域公共交通の活性化・再生を総合的

かつ一体的に推進するための計画と定義されている。国

土交通省は連携計画に必要な内容として、1)基本方針、

2)計画の区域、3)計画の目標、4)目標達成のための事業

と実施主体、5)計画期間、の5つを挙げている。 
ここで「連携」とは、関係主体間の連携を念頭に置い

たものであるが、モード・路線間、そして生活圏内の各

地域間の連携も視野に入っている。連携計画は、対象市

町村の全域・全モードを対象とすることができる。これ

は日本版LTP(Local Transportation Plan)とも呼べるも

のであろう。一方で、一部地域・モードに限定した計画、

例えば市内の特定のコミュニティバス路線見直し計画も

連携計画に位置付けることができる。また、連携計画策

定にあたっては利用者の意見の反映が必要とされており、

パブリックコメントの実施や、協議会への市民・利用者

代表の参画などの配慮が求められる。さらに、連携計画

の作成について公共交通事業者や利用者から提案できる

こととなっている。  
連携計画で定められた事業のうち、特に重点的に取り

組むことが期待される事業は「地域公共交通特定事業」

と指定され、国による支援措置が講じられる。地域公共

交通特定事業には「軌道運送高度化事業（LRTを想定）」

「道路運送高度化事業（BRTを想定）」「海上運送高度化
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事業」「乗継円滑化事業」「鉄道再生事業（廃止届出され

た鉄道の維持を対象）」の 5 種類がある。主な特例とし

て、軌道事業への上下分離制度の導入や、軌道運送高度

化事業・道路運送高度化事業の自治体助成部分の起債対

象化が盛り込まれている。なお、バス・タクシー関係に

ついては、改正道路運送法で既に特例が先取りされたと

されている。 
 
４．法定協議会の役割と運用方法 

活性化・再生法の恩恵を受けるためには、対象地域に

おいて、市町村が主宰する法定協議会を設ける必要があ

る。この法定協議会は、改正道路運送法における地域公

共交通会議と類似しているが、機能面などに大きな違い

がある。この点について以下に整理する。 
地域公共交通会議は、自動車による有償乗合運送サー

ビスを対象とするものである。協議によって、地域に必

要な路線・運行であるとして議決された場合には、通常

は許可が得られないタクシー車両（定員 10 人以下）に

よる乗合運行や、定時定路線（道路運送法では路線定期

運行と呼ぶ）でないデマンド運行（路線不定期運行・区

域運行）が可能となること、あるいは運賃設定が上限認

可制の埒外となる（協議運賃と呼ぶ）こと、また、運行

事業者についても参入要件が緩和されることが大きなメ

リットである。また、協議結果についてはその許可期間

を短縮したり、手続きを簡略化することになっている。 
一方、改正道路運送法では、乗合バス事業は原則とし

て法第4条に基づく運行（いわゆる4条バス）に一本化

され、また自治体の白ナンバー車両を用いた有償運行（旧

80条バス）も新たに法第79条による登録制に移行し、

いずれも地域公共交通会議による協議の枠内に納められ

た。この結果、従来は市町村によるコントロールが困難

であった事業者による一般乗合路線（旧来からの4条路

線）についても、その改善を地域公共交通会議で議論し

実施することが可能となったため、自治体運営路線と合

わせて地域バス網全体をマネジメントする場として活用

できるようになった。実際、一般乗合路線の経路・運賃

変更や停留所追加などを議決する例も増えてきている。

また、都道府県の地域協議会の案件となっている一般乗

合路線廃止に係る代替方策検討も、地域公共交通の場で

実質的に行われることが増えてきている。 
しかしながら、地域公共交通会議制度は、1)バス・タ

クシー以外の交通モードには法的には権限が及ばない、

2)地域公共交通に関する計画・戦略の策定が義務付けら

れていない、3)利害関係者は会議参加を強制されない、

という問題点がある。1)については、三重県伊賀市のよ

うに鉄道関係者もメンバーとなり、地域公共交通体系全

体を議論する体制をとるところもあった。2)については、

地域公共交通会議自体、もしくは別の組織で検討を行い、

その実施ツールとして地域公共交通会議を活用する例が

見られた。しかし、これらはあくまで任意の取り組みで

あり、法的な位置づけはない。従来そのような検討の必

要性を感じていなかった市町村は、地域公共交通会議を

コミュニティバス運行見直しのために設置すべき組織で

あるという見方をとり、検討も場当たり的なものになる

きらいがあった。 
活性化・再生法で規定された法定協議会は、地域公共

交通会議方式のメリットはそのままに、1)～3)の問題点

を埋め合わせるものとなっている。すなわち、1)鉄道や

旅客船あるいは新しいモードにも対象を広げることがで

きる（広げなければならないわけではない）、2)連携計画

を策定し実施する組織とする（つまり計画策定が義務）、

3)関係機関に参加応諾義務がある。さらに、5 章で述べ

るように、連携計画の策定や実施における国の補助制度

が新設され、法定協議会での検討を支援する形も整備さ

れている（逆に言えば、これらのメリットを必要としな

い市町村は地域公共交通会議だけで事足りる）。 
地域公共交通会議と法定協議会との根本的な違いは、

前者は協議組織であるのに対し、後者は実施組織と位置

付けられていることである。地域公共交通会議は、市町

村やバス事業者が運営・運行する路線の新設・見直しを

協議する場であり、それ自体が資金を管理したり運営主

体となったりするわけではない。しかし、法定協議会は

国からの補助を受けて連携計画に基づく事業を実施する

主体と位置付けられており、例えばコミュニティバスも

市町村運営でなく協議会運営となる。法定協議会は独自

の予算を持ち、市町村は負担金を協議会に支出する形を

とる。したがって、会計業務等の諸事務が発生すること

になり、多くの市町村からは取扱いが煩雑になるとして

不興を買った。さらに、地域公共交通会議でもその協議

結果と市町村議会審議との関係が問題になることがあっ

た。予算支出を伴う事業は議会での承認が必要であるた

め、地域公共交通会議で議決しても予算が認められなけ

れば事業は実施できない。したがって、地域公共交通会

議の議論は議会審議とうまく連携をとることが必要とさ

れた。ところが、独自予算を持つ協議会では、議会との

関係がさらに複雑となる。この点にも多くの市町村が不

安を持った。その結果、活性化・再生事業への応募をと

りやめた市町村も多い。 
このような仕組みになったのは、補助制度新設にあた

り、地方分権の精神にのっとって国から市町村への新た

な補助制度はつくらないという大原則に従ったためであ

り、代わりに官民合同組織である法定協議会が補助の受

け皿と位置付けられたのである。また、この仕組みのメ

リットとして、国の補助の前提として市町村の協調補助

（裏負担）を義務付けず、参加する交通事業者や NPO
等による負担と合わせた形での事業実施を可能としたこ

とが挙げられる。この仕組みは、ドイツなどで広く行わ

れている運輸連合にも発展させることができるなど、
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様々な事業スキームに応用できる。しかし、特にコミュ

ニティバス運行事業の場合は大半が市町村の補助によっ

て運営されており、わざわざ協議会予算を立てるメリッ

トは全くない。そこで後に、協議会が国から受けた補助

金を市町村にそのまま支出することや、協議会が市町村

と協調してバス事業者に補助することも可能とし、協議

会設立の「敷居の高さ」を緩和した。 
また、地域公共交通会議と法定協議会は別建てにもで

きるが、兼ねることも可能である。既に地域公共交通会

議が存在する場合、それに法定協議会の機能を付加する

ためには、設置要綱について、1)設置理由に「活性化・

再生法に基づく法定協議会として」という位置づけを加

える、2)目的に「連携計画の策定・実施を行う」を追加

する、3)会計関係の規程を追加し、役員に会計担当や監

事を追加する、4)必要となる委員を追加する、といった

見直しを行えばよい。3)は市町村の通常の会計業務との

整合性に留意して作成する。4)はもし鉄道・旅客船等他

モードの検討を合わせて行う場合にはそれらの関係委員

を追加することになる。つまり、たとえその地域に鉄道

が存在していても、連携計画で鉄道について扱わないの

であれば関係委員の追加は不要である。また、協議会開

催にあたって委員数が多くなるため、実質的な検討を行

う幹事会を設けたり、例えばバス関係の案件のみを検討

する部会を設ける、もしくは従来の地域公共交通会議そ

のものを法定協議会の部会に位置付けてしまうといった、

各地域の状況や問題設定に応じた組織編成が考えられる。 
地域公共交通会議や法定協議会においては利用者代

表・住民代表や運転者組織代表（前者のみ）の参加が求

められている。これは、地域公共交通の現状やニーズを

反映するためであるが、法定協議会のように組織が大き

くなり、予算等の事務が多くなることによって、そのよ

うな意見がますます出づらくなり、議論が実情と無関係

に進んでしまうことが懸念される。闊達な議論ができる

ような会議運営はもとより、現場の意見を反映するため

の様々な仕組みの導入を工夫する必要がある。 
 
５．活性化・再生総合事業の役割 
活性化・再生総合事業は、連携計画の策定・実施を支

援する制度として2008年度から新設され、2008年度は

30億円の枠が用意されている。国の08年度予算案の財

務省原案ではゼロ査定であったものの、活性化・再生法

成立における付帯決議で財政支援策の必要性がうたわれ

ていたことや、内閣が地域再生を重要方針として掲げて

いたこともあり、復活折衝の上満額認められた。これを

受けて 08 年 3 月に事業への第 1 期募集が行われた際、

その応募要件となっている法定協議会の設立が全国で殺

到し、連携計画策定を促す大きな誘因となった。 
活性化・再生総合事業は、「地域公共交通総合連携計画

策定調査実施計画（調査実施計画）」と「地域公共交通活

性化・再生総合事業計画（総合事業計画）」の 2 つから

なる。第1期募集では調査実施計画が112協議会、総合

事業計画が 59 協議会について認定された。総合事業計

画については、既に別の枠組で公共交通計画を検討・策

定してきた結果をタイミング良く連携計画として位置付

け、その立ち上げに係る支援を得ることを目的としたも

のが多く見られ、これらは内容的にも比較的充実してい

る。しかし、活性化・再生総合事業と類似していたため

統合された「地域バス交通活性化事業」からの継続案件

（主にコミュニティバス実証実験運行が該当）も含まれ

ている。そのため、3 章で論じた活性化・再生法のメリ

ットを生かした計画は非常に少ない。典型としては、ロ

ーカル鉄道とバスとの連携、一般路線バスと自治体運営

バスとの一体的な再編が挙げられるが、コミュニティバ

ス導入・再編計画も多く、大半がバス関連となっている。 
一方、調査実施計画は、これから連携計画を策定する

協議会を支援するものであるため、総合事業計画に比べ

て多様な案が出てきているが、どの程度が実効性の高い

計画となるかは未知数である。そしてその背後に、急な

制度改正に対応できなかった市町村、さらには、活性化・

再生法を活用して公共交通政策に取り組む体制が整って

おらず、課題はあっても調査実施計画に応募できない、

あるいは応募しようという問題意識さえない市町村が多

数あることを忘れてはならない。 
 

６．今後の展開 
以上で述べてきたように、活性化・再生法をはじめと

する新しい制度体系では、公共交通網全体の改善を利用

者・住民を含む関係主体によって検討・実施していく方

策について様々な配慮がなされている。 
しかしながら、一連の制度変更が急であったために、

現場では大きな混乱が生じている。また、新制度導入効

果を裏付けるもととなる連携計画の質や多様性、および

その調査検討体制に懸念が残る。今後、連携計画の策定・

実施状況を注視しつつ、地域公共交通特定事業の活用な

ど新制度のメリットを生かした計画策定や協議会運営に

ついて集中的な検討が必要である。また、公共交通に問

題を抱える市町村がこのスキームを活用しやすくする方

策についても合わせて考えていく必要がある。 
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